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計画におけ
る目標値

令和5年度
(2023年度)

令和6年度
(2024年度)

令和10年度
(2028年度)

部 課

区内介護サービス事業所従事者に対する離職
者の割合
 出典：介護人材実態調査

令和
4年度

15.6% - - 10.2%
・人材定着に向け、事業所向けの研修や資格取得時の費
用助成等を実施していく。

地域支えあい
推進部

介護保険課

学童クラブ待機児童数
 出典：中野区資料

令和
5年度

83人 同左 8人 0人

・令和6年度は8人の待機児童が発生したが、需要見込み
のピークに対応した暫定的な定員拡充等の待機児童対策
を実施し令和7年度の待機児童数は0人であった。
・今後の学童クラブの需要見込みを踏まえた上で待機児
童が発生しないよう継続的な対策を実施する。

子ども教育部 育成活動推進課

職場における男女の地位が平等だと思う区民
の割合
 出典：区民意識・実態調査

令和
4年度

25.3% 22.1% 24.0% 30%
・区民・事業者向けの啓発の少なさが課題としてあるた
め、区内経済団体、東京都と連携し、区民・事業所向け
に講座等を実施していく。

企画部 企画課

区における男性職員の育児休業取得率（取得
期間１か月以上）
 出典：中野区資料

令和
4年度

50.0% 75.0% 73.5% 60%
　男性の育児休業体験談の作成等の取組みにより、目標
値を達成してるため、目標値の設定内容について検討し
ていく

総務部 職員課

区内における女性の就業率
（２５歳から４４歳）
 出典：国勢調査

令和
2年度

83.0% - - 88%
　多様な生き方・働き方があることを前提に、誰もが生
き生きと働くことができる環境づくりに向けて、就労や
キャリア形成当における支援を実施していく。

企画部 企画課

区における女性管理職の割合
出典：中野区資料

令和
5年度

20.0% 同左 21.4% 30%以上

　女性の管理職への昇任意欲の醸成が不足している点が
課題としてあるため、現役管理職を交えた交流会などを
開催し、昇任への不安の払拭や昇任意欲の醸成を図って
いく。

総務部 職員課

地域の活動に参加した区民の割合
 出典：健康福祉に関する意識調査

令和
4年度

20.9% - - 25%

　町会・自治会、友愛クラブ、保護司会などの団体が、
地域のために活動できるように、助成金の支給や、運
営・広報の支援などを行った。今後も、こうした支援を
続けることで、地域活動がさらに活発になり、地域の行
事や活動に参加する区民の増加につなげる。

地域支えあい
推進部

地域活動推進課

女性委員の比率が４割を満たす審議会等の割
合
（委員３人の場合で男女比２対１なら可）
出典：中野区資料

令和
5年度

58.7% 同左 61.3% 63%
　参画率調査の際に目標数値を明記し、周知を図るとと
もに、目標値に満たない審議会等所管課に対し、具体的
な対策等の提示を求めていく。

企画部 企画課

社会全体における男女の地位が平等だと思う
区民の割合
出典：区民意識・実態調査

令和
4年度

13.8% 12.3% 14.8% 20%
　固定的な性別役割分担意識の解消に向け、男女双方の
意識改革と理解の促進を図る取組を進めていく。

企画部 企画課

固定的な性別役割分担意識を持たない人の割
合
 出典：男女共同参画意識調査

令和
4年度

81.2% - - 87%
　固定的な性別役割分担意識の解消に向け、男女双方の
意識改革と理解の促進を図る取組を進めていく。

企画部 企画課

学校教育の場における男女の地位が平等だと
思う区民の割合
 出典：区民意識・実態調査

令和
4年度

33.0% 41.1% 46.4% 55% 　男女共同参画週間等の啓発を進めるとともに、区内小
中学校、高校、大学等と連携した事業を実施していく。

企画部 企画課

国籍や文化、年齢、障害、性別などが異なる
多様な人々が暮らす中で、人権や価値観が尊
重されていると思う区民の割合
 出典：区民意識・実態調査

令和
4年度

48.2% 45.2% 44.6% 66%
　人権・多様性の啓発に寄与する事業やイベントを実施
し、多様な人たちがお互いを尊重できる気運を醸成す
る。

企画部 企画課

ＤＶ被害者のうち、相談をした人の割合
 出典：男女共同参画意識調査

令和
4年度

29.8% - - 36% 　DVの根絶に向け、早期相談・発見できる体制の充実及
び相談しやすい環境の整備を進めていく。

企画部 企画課

「デートＤＶ」の認知度
（言葉も内容も理解）
 出典：区民意識・実態調査

令和
4年度

31.8% 34.5% 34.7% 39%
　区内小・中学校、高校、大学等と連携し、デートDVに
関する講座や防止啓発冊子の配布を実施することによ
り、若年層への啓発機会の拡充を図っていく。

企画部 企画課

経済的に困窮する女性を対象とした就労支援
を受け就労につながった女性の割合
出典：中野区資料

令和
4年度

77.8% 67.7% 61.7% 79%

　第5次計画による目標値を達成するため、中野就職サ
ポート、中野就労セミナー、中野くらしサポート、生活
援護課就労支援員及びケースワーカーの連携体制を維持
し、適切な支援を行っていく。

健康福祉部 生活援護課

ひとり親家庭の生活困難層の割合
 出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査

令和
元年
度

33.9% - 28.1% 31.9%

・住宅支援事業を新たに開始するなど、ひとり親家庭支
援の取り組みを進めた。調査結果では計画目標値を達成
したが、引き続き必要な支援についてのニーズの把握や
事業検討に取り組んでいく。

子ども教育部 子育て支援課

妊娠届提出者に係る支援プラン作成割合
 出典：中野区資料

令和
4年度

84.7% 95.0% 93.4% 90%
・妊娠届出を提出してから支援プランを作成するかんが
るー面接迄の期間（妊娠２０週以降）に区外転出によ
り、前年度よりプラン作成割合が減っている。

地域支えあい
推進部

地域包括ケア推進課

自身の健康状態が「よい」と思う区民の割合
 出典：健康福祉に関する意識調査

令和
4年度

81.9% - - 90%
　成果指標が３年に１回の健康意識調査をもとにしてい
るため、令和５～６年の実績は出せない。予定している
令和７年度の調査結果から、今後の課題を検討したい。

健康福祉部 保健企画課

中野区男女共同参画基本計画（第５次）　進捗状況報告書《成果指標》

施策の方向性 成果指標

実績

評価と令和7年度以降の予定や課題

計画策定時

将来像３
安全・安心な
暮らしの実現

あらゆる暴力の根絶

生活上の困難に対する
支援

生涯にわたる健康支援

将来像１
ワーク・ライ
フ・バランス
とすべての人
の活躍推進

仕事と生活の両立支援

誰もが働きやすい職場
づくりの推進

就労、起業、キャリア
形成への支援

地域社会における男女
共同参画の推進

将来像２
男女平等社会
の実現に向け
た理解促進及
び意識変革

男女共同参画意識の向
上

人権と多様性を尊重
し、認め合う意識の醸

成

将来像

所管

1



事業
番号

事業名 事業概要（計画記載） 進捗状況 取組状況 部 課

1

ワーク・
ライフ・
バランス
関連事業

　ワーク・ライフ・バランスの実現に向
けた区民、事業者向け事業を実施しま
す。事業所向け講座の実施にあたって
は、区内経済団体との共催を図ります。

Ｂ　全部もし
くは一部実施
できなかった
が、次年度以
降に実施予定

・東京都労働相談情報センターとの共催講座の実施
「多様な性とハラスメントについて考える
～職場に求められる対応と被害を受けたときの対処法に
ついて～」
実施日：令和6年10月15日、10月16日
参加者：25名

・区民向けの啓発事業を計画通り実施することができ
た。
・事業者向けの啓発事業について、実施する事ができな
かったため、次年度以降の実施に向けて検討を行う。
・区内事業所におけるワーク・ライフ・バランスや働き
方改革実現のための効果的な取組方法について引き続き
検討する。

企画部 企画課

2
教育・保
育施設確

保

　地域の保育ニーズに合わせ、認可保育
所等の定員を柔軟に変更することなど
で、待機児童ゼロを維持します。

Ａ：実施した
　認可保育所等の各施設の希望を踏まえ、過年度の利用
実績、区全体の需給状況等をもとに調整のもとで柔軟な
定員変更を実施し、待機児童ゼロを維持した。

　引き続き、今後の保育需要や認可保育所等の要望を踏
まえつつ、柔軟な定員変更を実施し、待機児童ゼロの維
持に努めていく。

子ども教育部
教育委員会事務局

保育園・幼稚園課

3 延長保育
　通常の利用時間以外に、保育認定を受
けた子どもを対象に、保育施設において
保育を実施します。

Ａ：実施した

区立保育園：10園

【私立施設】
認可保育所：83園
認定こども園：4園
小規模保育事業：9園
家庭的保育事業：1園

区立保育園：引き続き実施する。

【私立施設】
継続して補助を実施する。

子ども教育部
教育委員会事務局

保育園・幼稚園課

4 休日保育
　休日に保護者全員が就労等の事由によ
り家庭保育ができないときに、認可保育
所で一時的に保育を実施します。

Ａ：実施した
実施日：日・祝日（12月29日～1月3日を除く）
延利用人員：815人

引き続き実施する。
子ども教育部

教育委員会事務局
保育園・幼稚園課

5

障害児の
標準時間
保育の推

進

　障害児保育の充実を図るため、障害児
を標準保育時間（１１時間保育）として
受け入れた認可保育所に児童の処遇向上
に要する経費として障害児標準時間保育
加算を支給します。

Ａ：実施した
　障害児の標準保育時間（11時間保育）の受け入れを行
う認可保育所に対し給付費の加算を行った。

　障害児を含めた11時間保育を前提として、常勤保育士
の加配があった場合には継続して加算を行っていく。

子ども教育部
教育委員会事務局

保育園・幼稚園課

6
保育士等
人材確保
事業

　就職相談・面接会を開催します。ま
た、保育士等の確保のため、事業者の宿
舎借り上げに対して補助を行います。

Ａ：実施した

【就職相談・面接会】
第1回令和6年9月8日（日）
参加事業者20社　参加者33名
第2回令和6年11月24日（日）
参加事業者24社　参加者22名

【宿舎借り上げ】
認可保育所：82園
認定こども園：5園
小規模保育事業：8園
認証保育所：5園

【就職相談・面接会】
令和7年9月7日（日）開催

【宿舎借り上げ】
継続して補助を実施する。

子ども教育部
教育委員会事務局

保育園・幼稚園課

7
医療的ケ
ア児支援
事業

　医療的ケア児についての状況把握、必
要な支援や関係機関との連携の調整を行
います。また、区立・私立保育園、区立
学校等で日常的に医療的ケアが必要な子
どもの受け入れを進めます。

Ｂ：全部もし
くは一部実施
できなかった
が、次年度以
降に実施予定

区立保育園３園において実施した。 保育園での受け入れ拡充について検討していく。
子ども教育部

教育委員会事務局
健康福祉部

保育園・幼稚園課
育成活動推進課

障害福祉課
学務課

8

中野区
ファミ

リー・サ
ポート事

業

　子育ての援助を受けたい方（利用会
員）と子育ての援助をしたい方（援助会
員）が会員になり、仕事や急な用事等で
子どもの世話ができないときに、会員相
互が助け合いながら子育てをする相互援
助活動を支援します。保育園の送迎や子
どもの預かり（一般援助活動）、病児預
かり等（特別援助活動）の子育ての相互
援助活動を実施します。

Ａ：実施した

１ 会員数
  ●利用会員　　1,183名
 【内訳】一般援助活動　1,183名，特別援助活動　91名
  ●協力会員　　　145名
 【内訳】一般援助活動　  145名,　特別援助活動　57
名
  ●両方会員　　　 22名
 【内訳】一般援助活動　   22名，特別援助活動　 0名
　 計　　　　1,350名
２　講習会等参加人数　　　　124名
３　事業説明会参加人数　　　331名
４　活動件数　　　5,335回
５　マッチング率
　　　●一般援助活動　94.0％
　　　●特別援助活動　92.1％

　事業の需要に対して、協力会員が徐々に減少していっ
ている。協力会員の減少に歯止めをかけ、さらなる協力
会員の確保のため、協力会員の参加へのハードルを下げ
るよう活動内容の見直しを行う。また、活動における会
員同士の連携について、電子化を図る。

子ども教育部 子育て支援課

9

子育て家
庭ホーム
ヘルプ

サービス

　子育て家庭の福祉の向上に資すること
を目的として、小学生以下等の子どもを
養育しているひとり親家庭及び病気の児
童がいるその他の子育て家庭の日常生活
に著しく支障がある場合に、ホームヘル
パーをその家庭（自宅）に派遣し、家事
や育児の援助をします。

Ａ：実施した

●登録世帯　　　　　　　65件
　　内訳　ひとり親家庭　19件
　　　　　その他家庭　　46件
●利用件数・委託料等　　38件 計（143時間/653,900
円）
　　内訳　ひとり親家庭 8件（45.5時間/207,300円）
　　　　　その他家庭　30件（97.5時間/446,600円）

　令和５年度とは一変し、ひとり親家庭以外の利用が増
えた。利用動向を見ながら今後の事業のあり方を検討し
てていく。

子ども教育部 子育て支援課

10
病児・病
後児保育

　子どもが病気の回復期または回復期に
至らない状態のため集団保育が困難な期
間、専用保育室のある施設において一時
的に保育を実施することにより、子育て
と就労等の両立を支援します。

Ａ：実施した

１　実施施設・利用定員
（１）総合東京病院　　　　　　　1日3人
（２）仲町保育園病後児保育室　　1日6人
（３）聖オディリアホーム乳児院　1日2人

２　保育時間
（１）総合東京病院　　　　　　　午前9時～午後5時
（２）仲町保育園病後児保育室　　午前8時～午後6時
（３）聖オディリアホーム乳児院　午前8時30分～午後6
時

３　利用可能日
　祝・休日、年末年始を除く月～金曜日

４　令和6年度利用実績
　3施設合計延べ利用人数　　　　289人
（内訳）
（１）総合東京病院　　　　　　　107人
（２）仲町保育園病後児保育室　　 60人
（３）聖オディリアホーム乳児院　122人

　計画通り事業を実施することができた。
令和７年度７月より、新たな病児保育施設を拡充し、地
域偏在の解消に努める。

子ども教育部 子育て支援課

11 年末保育

　１２月２９日・３０日に保護者が就労
その他、やむを得ない事情で家庭での育
児が困難なときで他に保育をする方がい
ない場合に、保護者に代わって保育園で
一時的に保育を実施します。

Ａ：実施した

１　対象児童
　満1歳～未就学児（保育施設に在籍している場合は生後
８か月以上から可）

２　保育時間
　午前7時15分～午後6時15分

３　実施園・令和6年度利用実績
　合計延べ利用人数　　　　　　　28人
（内訳）
（１）コンビプラザ宮の台保育園　11人
（２）アルテ子どもと木幼保園　　 8人
（３）なかのこども園　　　　　　 7人
（４）七海保育園　　　　　　　　 2人

　計画通り事業を実施することができた。
今後の実施園についても、引き続き関係部署と調整を行
い、立地、実績、選定条件を踏まえ、区民が利用しやす
い保育施設を選定する。

子ども教育部 子育て支援課

12
学童クラ
ブ整備・
運営

　保護者の就労等により、放課後、適切
な保護を受けられない児童を対象に、遊
びや生活の場を提供します。

Ａ：実施した
　学童クラブの需要見込みのピークに対応した暫定的な
定員拡充等の待機児童対策を実施した。

　今後の学童クラブの需要見込みを踏まえた上で待機児
童が発生しないよう継続的な対策を実施する必要があ
る。

子ども教育部 育成活動推進課

13
学童クラ
ブ待機児
童対策

　待機児童が生じている区域に民間学童
クラブを誘致します。また、キッズ・プ
ラザや児童館等、多様な放課後の過ごし
方を紹介するパンフレットを発行して保
護者の理解を進め、待機児童の減少を図
ります。

Ａ：実施した

・谷戸・塔山小学校区の待機児童対策として令和6年4月
からウィルキッズフィールド中野宮園クラブを開設し
た。
・放課後の過ごし方を紹介するパンフレットを発行し
た。

　今後の学童クラブの需要見込みを踏まえた上で待機児
童が発生しないよう継続的な対策を実施する必要があ
る。

子ども教育部 育成活動推進課

　仕事と生活の両立支援

中野区男女共同参画基本計画（第５次）　進捗状況報告書《主な取組》

将来像
令和6年度の取組実績

施策の
方向性

評価と令和7年度以降の予定や課題
主な取組 所管

　将来像１ 　　ワーク・ライフ・バランスとすべての人の活躍推進
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事業
番号

事業名 事業概要（計画記載） 進捗状況 取組状況 部 課
将来像

令和6年度の取組実績
施策の
方向性

評価と令和7年度以降の予定や課題
主な取組 所管

14
子ども

ショート
ステイ

　０歳から１８歳の子どもを養育してい
る保護者が、入院や出張、親族の看護等
の理由により子どもの養育が一時的に困
難な場合、区が委託した施設や協力家庭
で宿泊を伴った預かりを行います。

Ａ：実施した

１．０～３歳未満
（１）実施施設　　乳児院（聖オディリアホーム乳児
院）
（２）利用定員　　1日2人
（３）利用実績　　延利用日数　354日　実利用人数34人

２．３歳～１８歳
（１）実施施設　　中野区さつき寮（母子生活支援施
設）
（２）利用定員　　1日3世帯
（３）利用実績　　延利用日数　394日　実利用人数　33
人

３.　３歳～１８歳
（１）実施施設　　ショートステイ協力家庭
（２）利用定員　　ショートステイ協力家庭1家庭につき
1日1人
（３）利用実績　　延利用日数　5日　実利用人数　2人

　児童相談所やすこやか福祉センターが支援している要
支援家庭に対する支援策として、本事業は有効に活用さ
れている。

令和７年度においては、ショートステイの実施場所を増
設するとともに、利用要件の緩和を図り、レスパイト利
用を可能とする。また、ひとり親家庭や経済的困窮世帯
が継続的に利用できるよう、利用料金の見直しを行う。

これらの取組により、「ワーク・ライフ・バランスとす
べての人の活躍推進」への一層の寄与を目指す。

子ども教育部
子ども・

若者相談課

15
トワイラ
イトステ

イ

　３歳から１２歳の子どもを養育してい
る保護者が仕事、病気等の理由により夜
間の時間帯において、一時的に子どもの
保育をすることが困難となり、かつ同居
の親族の中に保育する者がいない場合
に、区が委託した施設で子どもを保育し
ます。

Ａ：実施した
・実施施設　　中野区さつき寮（母子生活支援施設）
・利用定員　　１日最大２人
・利用実績　　延利用日数　112日　　実利用人数　10人

　本事業の実施により、保護者が安心して子育てと就労
を両立できる環境の整備が進み、「ワーク・ライフ・バ
ランスとすべての人の活躍推進の実現」に資する取組と
なっている。

子ども教育部
子ども・

若者相談課

16
家族介護
教室

　認知症高齢者をはじめとする介護の必
要な対象者のいる家族に、介護方法を学
ぶことや家族間の交流を図ることを目的
に実施します。

Ａ：実施した

　介護方法の学習と在宅介護をしている方同士での情報
交換の場を提供。
　実施場所：区内4か所
　実施回数：全16回
　延べ参加人数：101名

・4所のすこやか福祉センター圏域各1か所で開催した。
・実施は社会福祉法人等に委託し、社会福祉士、生活指
導員等認知症介護に精通している者が従事した。

地域支えあい推進部
地域包括ケア

推進課

17
 ケアラー
支援の拡
充の検討

　ケアラーを孤立させないために、支援
内容、相談窓口、地域資源等をまとめ
マップの作成や、ケアラーが相談しやす
い環境を整備するため、ＳＮＳを利用し
た相談体制などを検討します。

Ａ：実施した
　地域の支援機関に訪問等し、地域資源マップを作成し
た。LINEを活用したオンラインの相談窓口を開設し、
様々なケアラーからの相談に応じる体制を構築した。

　作成したマップを活用するため、関係機関への協力を
仰ぐ。
相談に繋げるため、LINE配信を活用する。

地域支えあい推進部
地域包括ケア

推進課

18 介護基盤
整備

　介護保険制度における地域密着型サー
ビス事業所の整備及び計画調整、特別養
護老人ホーム、通所介護施設等の施設整
備を行います。

Ａ：実施した

　第９期中野区介護保険事業計画に示された計画に基づ
いて、令和6年度中野区地域密着型サービス整備事業者募
集要項を作成し、計画上整備が必要とされている種別
（４種別）について公募を行った。
【実施期間】
令和6年4月5日～4月30日　※全4種別
令和6年6月3日～6月28日　※全4種別
令和6年7月12日～8月9日　※1種別のみ
令和6年8月3日～8月29日　※3種別

　公募期間終了時点で２種別にそれぞれ１法人ずつ応募
があり、１種別は年度内に事業所を開設し、１種別は令
和７年度中の開設に向けて準備中となっている。
　第９期中野区介護保険事業計画は令和6年度～令和８
年度が計画期間とされ、令和７年度以降も整備が必要と
されている種別については、比較的法人が参入しづらい
種別もあり、法人等からの問合せや相談に柔軟に応じ
て、介護サービスの需要と供給のバランスも見極めなが
ら計画数の達成に向けて引き続き取り組む必要がある。

地域支えあい推進部 地域活動推進課

19
介護人材
の確保・
育成支援

　介護に関心を持つ者が、介護に関する
基本的な知識を習得できる研修を実施す
ることにより、ホームヘルパー等の育成
を推進し、介護保険サービス事業所への
就労を支援します。

Ａ：実施した

区民向け事業
・介護に関する入門的研修
　実施内容 全2回（第1回：9月　第2回：1月）
　各4日間計21時間
※各回最終日に区内介護サービス事業所とのおしごと相
談会を開催

・介護に関する基本的な知識を学ぶことのできる研修を
実施することで、介護業務未経験者の就労支援や介護分
野の人材育成につながっている。
　令和7年度も実施（第1回：9月　第2回：12月予定）。

地域支えあい推進部 介護保険課

20

介護職員
宿舎借り
上げ支援
事業

　介護保険制度における地域密着型サー
ビス事業所に対して、宿舎の借り上げを
支援、住宅費負担を軽減することで、介
護職員の働きやすい職場環境を実現し、
介護人材の確保・定着を図ります。

Ａ：実施した
　宿舎を借り上げるための費用の一部を補助を実施し
た。
補助事業所：7事業所

・事業所支援及び介護人材確保・定着に役立っている。
　令和7年度も実施。

地域支えあい推進部 介護保険課

21

民間障害
児支援事
業所運営
支援

　医療的ケアの必要な子どもが地域で療
育が受けられるよう、区内の民間障害児
通所支援事業所への運営費補助を行いま
す。

Ａ：実施した

・重症心身障害児通所支援事業所医療的ケア事業補助
（２事業所）
・重症心身障害児通所支援事業所非常用発電機購入補助
（１事業所）
・医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事
業補助（３事業所）

・区内の民間障害児通所支援事業所及び相談支援事業所
への運営費等を補助し、事業所への支援を行った。
・医療的ケアの必要な子どもが地域で療育が受けられる
よう、引き続き民間障害児通所支援事業所等への運営補
助を行うとともに、新たに開設準備に係る費用の補助も
行う。

健康福祉部 障害福祉課

22

事業所に
おける一
般事業主
行動計画
策定の推

進

　男女共同参画推進のために、女性活躍
推進法による一般事業主行動計画が一層
充実したものとなるよう、区内経済団体
と協力しながら事業者向けの講座を実施
するなど、分かりやすく情報を届けるこ
とで、計画策定の推進を図ります。

Ｂ：全部もし
くは一部実施
できなかった
が、次年度以
降に実施予定

　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定に関
する国・都の啓発チラシ、リーフレット、講座情報等
を、男女共同参画パネル展や区役所内にて配架・配布
し、周知をした。

　区内経済団体との連携講座やパネル展等の機会を活用
し、事業所に働きかけていくとともに、区ホームページ
での周知の充実を図る。

企画部 企画課

23

ハラスメ
ント防止
に向けた
取組

　ハラスメント防止に向け、講座、パネ
ル展などを通して区民、事業者に対して
普及啓発を行います。また、相談窓口を
周知します。

Ｂ：全部もし
くは一部実施
できなかった
が、次年度以
降に実施予定

　ハラスメント防止に関する国・都の啓発チラシ、リー
フレット、講座情報等を区役所内にて配架・配布すると
ともに、ハラスメントや関連相談窓口に関するパネル展
示を行い、普及啓発を行った。

　講座やパネル展等の機会を活用し、普及啓発を行うと
ともに、ハラスメントに関する相談窓口もあわせて周知
を行っていく。

企画部 企画課

24

国、東京
都との連
携による
各種制度
の周知

　国、東京都と連携し、ワーク・ライ
フ・バランスに関する啓発物の配布、各
種法令・制度を周知します。

Ａ：実施した
　ワーク・ライフ・バランスに関する国・都の啓発チラ
シ、リーフレット、講座情報等を男女共同参画パネル展
や区役所内にて配架・配布し、周知をした。

　講座やパネル展等の機会を活用し、引き続きワークラ
イフバランスに関する啓発を行っていく。

企画部 企画課

25

中野区職
場におけ
るハラス
メントの
防止

　「中野区職場におけるハラスメントの
防止に関する基本方針」に基づき、ハラ
スメントの防止及び良好な職場環境づく
りに努めます。また、ハラスメントの相
談体制等の周知や、防止に向けた研修を
充実します。

Ａ：実施した

・職員向けのハラスメントアンケートを実施
・「中野区職場におけるハラスメントの防止に関する基
本方針」の改訂
・特別職を含む全管理職によるハラスメントZERO宣言の
実施
・令和6年11月7日に新任管理職職員を対象に、ハラスメ
ント問題に精通している講師を外部から招き、区役所内
会議室で実施をした。受講者数は78人。

・継続して、定期的な職員向けのハラスメントアンケー
トを実施し、ハラスメントの実態把握及びハラスメント
ZEROに向けた取組みを行う。
・研修実施後の受講者アンケートでは「大変満足し
た」、「満足した」の回答が87％であり、ハラスメント
防止に一定の効果があったと考える。次年度以降もハラ
スメントの傾向を読み取り実態に即した内容で実施をす
る。

企画部
総務部

企画課
職員課

26

区におけ
る男性職
員の育児
休業等取
得促進

　男性職員の育児休業や育児関連休暇の
取得等により育児参加を促進し、性別に
かかわらず仕事と育児を両立できる職場
環境の整備、家庭や育児に参加しやすい
組織風土の醸成を図っていきます。

Ａ：実施した

・服務の手引きや育児関連休暇の手引き等の改正
・男性職員の育児休業取得実績（令和6年度）
　1日以上取得：82.4％
　1ヶ月以上取得：73.5％

・男性職員が育児関連休暇・育児休業が取得しやすい環
境となるよう、引き続き取組みを進めていく。
・目標値を大幅に上回っているため、取得期間や取得率
の目標値を見直していく。

総務部 職員課

27
経営・創
業相談・
診断

　区内事業者向けの経営相談。創業者や
創業予定者向けの経営相談を実施しま
す。

Ａ：実施した
　産業振興センターにて、中小企業診断士による経営、
創業に関する相談を実施した。

　計画通り事業を実施することができた。
今後も広報活動に力を入れ、実施につなげていく。

区民部 産業振興課

28
どこでも
出張相談

　区内の中小企業者や創業予定者向け
に、中小企業診断士による無料の出張経
営相談を実施します。

Ａ：実施した
　中小企業診断士による出張型（事業者事務所等で実
施）による経営、創業に関する相談を実施した。

　計画通り事業を実施することができた。
広報活動を強化し、制度の周知を図った結果、実績増に
つながった。今後も周知の上、実施につなげていく。

区民部 産業振興課

　誰もが働きやすい職場づくりの推進

　仕事と生活の両立支援
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事業
番号

事業名 事業概要（計画記載） 進捗状況 取組状況 部 課
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29

国、東京
都との連
携による
各種制度
の周知

　国、東京都と連携し、就労、起業、
キャリア形成支援に関する啓発物の配
布、各種法令・制度を周知します。

Ａ：実施した
　就労、企業、キャリア形成支援に関する国・都の啓発
チラシ、リーフレット、講座情報等を男女共同参画パネ
ル展や区役所内にて配架・配布し、周知をした。

　講座やパネル展等の機会を活用し、引き続きワークラ
イフバランスに関する啓発を行っていく。

企画部 企画課

30

区の管理
職員にお
ける女性
比率向上
に向けた
啓発・育
成等

　女性職員の昇任に対する不安解消や支
援のため、女性管理職等との意見交換会
等を実施します。併せて、仕事と家庭が
両立でき、職員の持てる能力が十分発揮
できるよう、管理職を中心に、職場全体
でサポートできる体制を整備します。

Ｃ：検討中
（実施時期未

定）

・女性管理職との座談会や意見交換会について、実施時
期等検討。

・女性管理職との意見交換の場を設けることで、女性職
員の管理職への昇任意欲を醸成していく。
・職員へ昇任に関するアンケートを実施し、結果から今
後の取組みを整理していく

総務部 職員課

31

女性の就
労・再就
職支援事

業

　（公財）東京しごと財団との共催事
業。女性の再就職に必要となるスキルの
能力開発と離職ブランクを回復するため
の支援をします。

Ａ：実施した
　就職、再就職を目指す女性向けのセミナーや子育てを
しながら働く女性との交流会を実施した。

　計画通り事業を実施することができた。今後も引き続
き共催で実施し、広報周知の上、多くの参加者を呼び込
んでいく。

区民部 産業振興課

32

民間活力
を活用し
たビジネ
ス創出支
援事業

　商工会議所中野支部や金融機関などと
連携して創業の支援を行います。

Ｂ：全部もし
くは一部実施
できなかった
が、次年度以
降に実施予定

（新ビジネス創業支援ネットワーク会議）
　伴走型中小企業経営支援体制の構築にあたっての議論
の場とする予定だったが、個別に意見交換等を行い、全
体として開催する必要がなかったことから、開催しな
かった。
（ビジネスプランコンテスト）
　中野区を含む地域、住民等を対象として展開する新た
なビジネスプランを募集し、優れたプランを表彰するコ
ンテストを実施した。
（創業セミナー）
　西武信用金庫主催、杉並区との共催で、創業に必要な
知識を身につけるためのセミナーを実施した。

（新ビジネス創業支援ネットワーク会議）
　令和７年度に伴走型中小企業経営支援の試行を行うに
あたり、新ビジネス創業支援ネットワーク会議において
受託事業者とともに実施に向けての議論を行っていく。
（ビジネスプランコンテスト）
　計画通り事業を実施することができた。
今後も応募者数の増加を目指し応募条件の精査や広報と
して過年度の受賞者の事業を取り上げる等工夫をしてい
く。
（創業セミナー）
　計画通り事業を実施することができた。
今後も西武信用金庫、杉並区と連携しセミナーを開催
し、事業者の創業を支援する。

区民部 産業振興課

33

企業支援
及び就

労・求人
支援

　区内事業者の円滑な人材確保と区民の
就労機会を創出するためハローワーク等
と連携してマッチングイベントを実施し
ます。

Ａ：実施した
　保育や福祉の事業に絞った就職相談・面接会、セミ
ナーを実施した。

　計画通り事業を実施することができた。参加者数が
年々減少しているため、区内施設への配架やHPでの広報
周知、区役所会場の活用などを通して、多くの参加者を
呼び込んでいく。

区民部 産業振興課

34

中野区産
業サポー
トブック
の作成、
配布

　区内創業予定者及び中小企業者に向け
て、中野区やその他支援機関が行ってい
る支援事業の概要を紹介します。

Ａ：実施した

　区内創業予定者や中小企業者が受けられる支援策を関
係部署に校正の調整をし、サポートブックを作成した。
区内の公共施設や金融機関、産業振興センター、東京商
工会議所中野支部、区内シェアオフィス、コワーキング
スペースなどへ配架をした。

　区内創業予定者や中小企業者の目に入る可能性のある
各所へ配架できた。今後、対象となる支援策や支援組織
の情報について未掲載のものを掲載するとともに、多く
の対象者の目に触れるよう、データや紙媒体を配架、配
信していく。

区民部 産業振興課

35

高齢者・
若者の就
職支援事

業

　ハローワーク、杉並区との共催事業。
就労を希望する高齢者や若者と事業者と
をマッチングするイベントや、セミナー
を実施します。

Ａ：実施した
　高齢者向け、若者向けに求人を出すそれぞれの事業者
を集め、新庁舎にて就職相談・面接会、セミナーを開催
した。

　各事業者ごとに業務の説明、質問ができるようにした
ことで、気軽に参加できるようになり、多くの参加が
あった。今後も、気軽に参加できるように実施形態の工
夫をしていく。

区民部 産業振興課

36
障害者就
労・雇用
促進事業

　障害のある人が、各々の希望に応じた
働き方や働く場を選択でき、就職後も安
心して就労継続ができるよう支援を行い
ます。企業に向けては、国や東京都の障
害者雇用に関する制度の紹介や障害に関
する情報提供を行います。

Ａ：実施した

・就労相談をはじめ、職場開拓、職場実習支援、職場定
着支援、日常生活支援等の就労支援センター業務を中野
区障害者福祉事業団に委託し、適切に事業を継続した。
・企業に対し、障害者雇用に関する制度等の紹介や、中
野区での障害者等職場実習受入奨励金制度について周知
し、利用促進を図った。

　これらの取組により、障害者の就労・雇用の促進を図
ることができた。令和７年度も引き続き、事業を推進す
る。

健康福祉部 障害福祉課

37
就労支援
プログラ

ム

　関係機関と連携し、生活困窮者等に対
し、就職支援ナビゲーターによる職業相
談、職業あっ旋・支援プランの作成、求
人端末による求人情報の提供等による支
援を実施します。また、直ちに一般就労
を目指すことが困難な者に対して、就労
に必要な知識や能力向上のための訓練等
を行う就労準備支援事業を行います。

Ａ：実施した
支援者数及び就職者数
【支援者数】337名（内、女性　82名）
【就職者数】186名（内、女性　44名）

　中野就職サポート、中野就労セミナー、生活援護課就
労支援員及びケースワーカーが相互に連携し、相談者の
個々の状況や経験等に合わせた適切な支援が行われた。
令和７年度以降も引き続き、関係機関相互の連携を深め
つつ、制度の周知を図る。

健康福祉部 生活援護課

38

男女共同
参画意識
の向上に
向けた普
及啓発

　ＨＰ、掲示板等を活用し、区をはじ
め、国、東京都の男女共同参画意識の向
上に向けた取組や事業を周知します。

Ａ：実施した
　ＨＰ，パネル展、講演会などの機会を活用し、男女共
同参画意識の向上に向けた取組や事業の周知を行った。

　男女共同参画週間などの機会を活用しながら、男女共
同参画意識の向上に向けた取組や事業の周知を引き続き
行っていく。

企画部 企画課

39

審議会等
における
女性参画
促進

　政策決定過程の一つである各審議会等
において、女性委員の比率を４０％以上
とすることを目標とし、調査を実施しま
す。女性委員の比率が低い審議会等につ
いては、改善を依頼します。

Ａ：実施した

・審議会等における女性の参画状況調査
　条例設置による附属機関、規則・要綱設置による会議
体等を対象に調査実施
　女性の割合が4割以上の会議体の割合：60.4%
 （令和7年4月1日現在）
・女性委員の比率が低い審議会等への対応
　調査結果通知文に審議会委員等の改選に当たっての配
慮事項を明記

　審議会等委員の改選時に、学識経験者、団体推薦、公
募など、それぞれの会議体の構成に合わせて、女性を選
任できる方策の検討について、各部へ周知する。

企画部 企画課

40

女性の視
点を踏ま
えた防災
に関する
講座

　防災における男女共同参画の推進を図
るため、女性の視点を踏まえた避難所運
営等について、職員、地域住民等を対象
に講座を実施します。

Ａ：実施した

・職員研修
研修名:令和6年度実務研修「避難所運営で何が大切なの
か」
実施日:令和6年12月13日
受講者:58名
・区民向け講座
講座名:「人権・男女共同参画の視点を踏まえた避難所運
営」
実施日:令和6年7月20日
参加者:35名

・人権・男女共同参画の視点を踏まえ、被災者の多様な
事情を反映した避難所運営について学ぶ研修を実施する
ことができた（講義・グループワーク）
・令和7年12月11日に実施予定
引き続き会議や訓練等を通して、女性の視点を踏まえた
防災普及啓発を推進する。

企画部
総務部

企画課
職員課

防災危機管理課

41

多様な避
難者に対
応可能な
避難所運
営の検討
及び啓発
の拡充

　多様な避難者に配慮した備蓄物資を整
備するとともに、災害時においても避難
所等において、要配慮者に対する十分な
支援が行われるよう、避難所運営会議や
防災訓練において、意識の醸成を推進し
ます。

Ａ：実施した

　避難所運営マニュアルを全面改訂し、多様な避難者へ
の配慮について具体的記載することで、避難所運営にお
ける配慮の理解促進を図った。また、マニュアルを区
ホームページで公開することにより、避難所運営や災害
対応に関する意識醸成を推進した。

　備蓄物資の見直しや備蓄倉庫内を整理することによ
り、避難所運営の効率化を推進する。また、プライバ
シー確保に対し容易に使用可能なワンタッチ式の間仕切
りテントやエアーベッド、授乳用ケープなど、避難者配
慮に資する物資を導入していく。

総務部 防災危機管理課

42

児童館に
おける子
育て活動
支援事業

　地域の子育て支援活動を活性化するた
め、児童館における、子育てを支援する
仲間づくりを推進する取組や活動の場の
提供を充実するなど、区民・子育て関連
団体等の子育て支援活動の拠点としての
機能を強化します。

Ａ：実施した
　児童館において、子育て支援団体や個人が活動する場
を提供するなど、地域の子育て支援活動を活性化するた
めの取組を行った。

　令和７年度から、地域の子育て支援の拠点として中学
校区に１館基幹型児童館を配置しており、これまで以上
に子育て支援団体や個人との連携を強化し、ネットワー
ク機能を推進していく。

子ども教育部 育成活動推進課

43

ハイ
ティーン
会議・若
者会議

　若者の自主的・自発的な活動や地域参
加など、具体的な取組につなげ、若者な
らではの視点を区政や地域に活かすこと
を目的、中高生年代対象のハイティーン
会議や大学生・社会人対象の若者会議を
開催します。

Ａ：実施した

・ハイティーン会議
ワークショップ:7回(うち報告会:1回) 延参加者数:183
人
・若者会議
ワークショップ:7回(うち報告会:1回）延参加者数:117
人

　ワークショップの開催だけでなく、メンターによる対
話や伴走、ファシリテーターによる場作り等により、各
会議参加者の自主的・自発的な活動（イベントの開催
等）や地域参加といった具体的な取組につながった。
令和7年度以降も引き続き、活動の伴走支援を行い、
チャレンジを支援する環境を整えていく。
ハイティーン会議については、対象年齢を拡大し、令和
7年度より「ティーンズ会議」として実施する。

子ども教育部
子ども・

教育政策課

44
一時保育
者登録制

度

　乳幼児をもつ区民の社会活動への参加
及び地域社会における豊かな市民活動を
促進するために、区及び区民が実施する
各種事業等に伴う一時保育に従事する保
育者の登録を実施します。

Ａ：実施した
一時保育登録保育者　11人
全体会（情報交換会）１回
研修会　１回

・一時保育者登録者向けの事業を実施できた。
・区及び区民が実施する各種事業に対して一時保育者制
度の周知を行った。
・主催者に対し、「実施の手引き」に記載のとおりの数
の保育者を配置するよう求めていく。

子ども教育部 子育て支援課

45

区民公益
活動の充
実に向け
た基盤整
備とネッ
トワーク
づくり

　区民公益活動の活性化及び住民参加の
促進を図るため、地域団体活動情報の簡
易な発信と容易な取得が可能なＷＥＢア
プリを導入します。併せてＷＥＢアプリ
活用促進の研修、地域課題分析のための
地域データの基盤整備を行います。

Ａ：実施した

・「ためまっぷなかの説明会」の開催
　地域型広報支援アプリ「ためまっぷなかの」につい
　て区民利用を促進するため、操作研修を実施。
　参加者数：13名　開催回数：2回
・「教えて！あなたのイチ推しスポット」の開催
　区民参加者にためまっぷなかのへ地域スポットを登
　録いただき、活用促進を図った。
　参加者数：27名（投稿者数）　開催回数：14回

・令和6年度ためまっぷなかのアクセス数（月間重複を
除く）
61,699名（昨年度比：36,740名増）

昨年度のアクセス数より２倍以上に増加していることか
ら利用促進は順調に図られていると判断する。
引き続き令和７年度もアクセス数増加のため、利用促進
に関する事業を推進する。

地域支えあい推進部 地域活動推進課

 　就労、起業、キャリア形成への支援

　地域社会における男女共同参画の推進

4
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46
区民団体
の活動支

援

　区民団体等への公益活動に関する相
談、助言のほか、区民団体向けの講座・
イベントを開催します。

Ａ：実施した

・区民団体向け講座の開催
（１）「団体運営お悩み講座」
　団体運営で必要となるマネジメント項目を学習する
　講座の実施。
　参加者数：8名　開催回数：1回
（２）「伝わる！情報発信・チラシ作成講座」
　デザインツールCANVAを使ったチラシの作成方法に
　ついての基本的な知識を学習する講座の実施。
　参加者数：20名　開催回数：2回
・区民団体向けイベントの開催
　「第１回なかの地域活動フェスティバル」
　出展団体の団体運営支援を目的として、区内公益活
　動団体によるブース出展を開催。
　参加者数：349名　開催回数：1回

　講座・イベントの開催のほか、区民団体への相談を随
時個別に受付・助言を行った活動支援を実施している。
令和7年度においては、活動に必要な支援について再検
討を行い、持続可能な団体運営の実現に向けた講座・交
流会を実施予定。

地域支えあい推進部 地域活動推進課

47

地域にお
ける公益
的な活動
団体活性
化支援事

業

　チャレンジ基金助成、政策助成の利用
促進及び団体育成・自立に向けた伴走的
支援を実施します。

Ａ：実施した

・令和6年度チャレンジ基金助成交付実績
 ○更新団体（令和5年度より継続交付）
（１）ぶらんけっと　交付確定額：200,000円
（２）メドフィカ　　交付確定額：200,000円
 ○新規団体（令和6年度より新規交付）
（３）一般社団法人日本プロフェッショナル協会
　　　交付確定額：200,000円
（４）ハレノバ　　　交付確定額：200,000円
（５）なかのヘルスケアコミュニティ
　　　交付確定額：200,000円
・令和6年度政策助成交付実績
　交付事業数：126事業
　交付確定額：17,170,700円

　政策助成の交付実績については、交付事業数が昨年度
比５事業増、チャレンジ基金助成の交付事業数は昨年度
と同数となった。
令和７年度においては引き続き団体の育成・自立に向け
た支援を検討していくと共に、助成制度が広く認知され
るよう、事業周知を工夫していく。

地域支えあい推進部 地域活動推進課

48
なかの生
涯学習大

学

　５５歳以上の区民を対象に、その豊か
な経験を活かして仲間づくりや地域・社
会活動のスタートができるよう現代社会
の課題や地域の現状を学習する３年間進
級制の講座を実施します。

Ａ：実施した

・なかの生涯学習大学の開講
１学年６６人、２学年４４人、３学年３９人、合計１４
９人
参加延べ人数　１学年１，０５８人、２学年７２２人、
３学年６７０人　合計　２，４５０人
参加者はオンライン参加と会場参加の併用
本事業の運営において、受講生が担う班長、運営委員な
どの役割を決める際などに、性別によって、役割が固定
化しないように進めると共に、受講生のうち、特に地域
とのつながりを持ってこなかった定年退職後の男性など
が地域での仲間づくりや、地域活動への参加等にスムー
ズにつながる視点で受講カリキュラム等の工夫をした。

　地域、健康、介護、仲間づくり、見守り、支えあいな
どをテーマに取り上げたことによって、男女が共に地域
に参加するきっかけとなる学びの機会を提供した。

地域支えあい推進部 地域活動推進課

49
「介護の
日」啓発
活動

　「介護の日」にちなみ、介護に対する
理解と認識を深め、介護サービス利用
者、家族、介護従事者等を支援するとと
もに、地域社会における支え合いや交流
を促進するイベントを開催します。

Ａ：実施した

ア 　介護の仕事の魅力を発信する動画の放映、相談会
区役所 1 階ナカノバ等にて、介護の仕事の魅力を伝える
パネル展示や介護サービス事業所で働く方の様子を伝え
る動画の放映、相談会を実施した。
イ　介護に関するパネル展示、相談会等の開催
介護に関するパネル展示や相談会を開催し、介護サービ
ス利用者、家族へ介護保険制度の情報提供を行った。福
祉用具の展示・体験コーナーの設置や歩行測定会等を
行った。
〔実施状況〕
ア・イ合計来場者数 令和6年11月7日・8日合計延1,913
名
イ相談件数 11月7日17件 11月8日29件

・介護への理解を深め、介護の仕事の魅力を発信するイ
ベントとして、周知・啓発や介護サービス利用者・家族
への情報提供に役立っている。
　令和7年度は11月6日、7日に実施予定。

地域支えあい推進部 介護保険課

50
住民活動
支援

　高齢者の仲間づくりや居場所づくりを
進めるため、交流の場の充実を図りま
す。特に男性は地域の居場所や活動につ
ながりにくい傾向があるため、参加促進
の取組を強化します。

Ａ：実施した

　地域における男性の健康づくりの場が不足している現
状を踏まえ、音響機器のコンテンツである「スポーツボ
イス」を活用し、歌唱による健康効果や楽しさを知って
もらい、自主的な活動による男性の健康づくりに資する
「通いの場（オープンな住民主体活動）」の立ち上げを
目指し、地域支援実践講座を実施した。

　講座受講者による団体立ち上げを支援し、住民主体
サービスを実施する自主団体「男の健康ボイス野方」を
立ち上げることができた。
令和7年度以降も自主団体の立ち上げ支援を含め、交流
の場の充実を図っていく。

地域支えあい推進部
地域包括ケア

推進課

51

学校支援
ボラン

ティア制
度

　子どもたちの「豊かな人間性や社会性
の育成」のために、家庭・地域・学校が
一体となって地域ぐるみで子どもを育成
し、「地域力」を向上・強化します。

Ａ：実施した

　学校支援ボランティアの登録人材情報を整理し利便性
の向上を図るとともに、地域コーディネーターにボラン
ティアのコーディネート機能を追加し、学校運営協議会
制度と連連携し、より地域人材の活用する体制を強化し
た。

　地域コーディネーターを各校に配置することでコー
ディネート機能の強化を図る。

子ども教育部
教育委員会事務局

子ども・教育
政策課

52 職場体験

　中学生に、望ましい社会性、勤労観、
職業観を育成し、自立や社会参加を促す
教育を充実しています。全中学校の第２
学年が対象です。

Ａ：実施した
　中学校が実施する職場体験活動時の生徒の賠償事故に
対応するため、賠償責任保険に加入した。
中２　1,172人　中３　20人

　本事業は各中学校が行っており、傷害保険を全校分ま
とめて加入している。

子ども教育部
教育委員会事務局

学務課

53
男女共同
参画週間
関連事業

　内閣府が定める毎年６月の「男女共同
参画週間」に合わせ、男女共同参画の視
点による講演会、パネル展を実施しま
す。

Ａ：実施した

・男女共同参画週間講演会の実施
「強く生きるためのヒント－野々村友紀子が伝えたい人
生で大事なことー」
講師：野々村友紀子氏（放送作家）
実施日：令和6年6月29日（土）　参加者：116名
・男女共同参画週間パネル展の実施
実施日：6月22日～6月28日

　注目度の高い講師を招いたことにより、参加者を増や
すことができた。今後も様々な世代に訴求できるテーマ
及び講師せって、周知方法を検討していく。

企画部 企画課

54

区民への
情報誌

「アンサ
ンブル」
の発行

　区の男女平等・男女共同参画施策の動
きについて、定期的に情報誌「アンサン
ブル」を発行することにより周知を図り
ます。編集委員は区民公募によります。

Ａ：実施した

　区民公募による編集委員3名とともに、アンサンブル47
号を発行した。
テーマ：NHK朝ドラ「虎と翼」と考える『ライフコースと
　　　　ジェンダー』
発行日：令和7年2月26日
発行部数：1,200部

・編集委員とテーマや誌面構成等について協議を重ね発
行に至ることができた
・情報誌を広く周知するために、誌面構成の工夫の他、
区民の関心が高い、または今後高まる見込みのあるテー
マを的確に捉えながら誌面を作成していく。

企画部 企画課

55

男女平等
に関する
苦情申出
制度

　「男女平等社会の形成に影響を及ぼす
こと」又は「男女平等社会の形成の促進
に関すること」について、区民又は事業
者は、区長に対し、苦情等の申出をする
ことができます。
区長が特に必要であると認めるものにつ
いては、中野区男女平等専門委員会の助
言を求めるものとします。

Ａ：実施した

・男女平等に関する苦情申出
　苦情件数　2件
　男女平等専門委員会開催数　０回
・男女平等専門委員
　学識経験者3名

　専門委員に諮る事案は、発生していないが、ホーム
ページの充実等により、制度認知度の向上を図る必要が
ある。

企画部 企画課

56

両親学級
（こんに
ちは赤

ちゃん学
級）

　初妊婦とその家族（夫）を対象に、妊
娠中の健康管理、出産、育児等の講座や
沐浴等の実習を行うとともに、妊婦とそ
の家族同士の仲間づくりを促します。

Ａ：実施した

　こんにちは赤ちゃん学級（対面）54回実施（４すこや
か福祉センター）
1,303名参加
オンライン両親学級　4回
56名参加

　対面式は平日を含め54回の実施を行う事ができた。オ
ンライン両親学級についても年4回実施した。また、令
和5年度オンラインで実施していたオンラインプレパパ
講座については、令和6年度対面式の父親向け講座に移
行。しかし父親向け講座の需要は高いため令和7年度は
オンラインプレパパ連続講座を2回実施することにし
た。

地域支えあい推進部
地域包括ケア

推進課

57
父親向け
講座の実

施

　赤ちゃんを迎える父親（パートナー）
を対象に、産前に準備しておくこと、産
後の乗り越え方、子育ての対処法等につ
いて学ぶ機会と、父親になることについ
て参加者同士話し合える場を提供しま
す。

Ａ：実施した

対面式講座の4回実施（区民活動センター）
4回44名参加
助産師による講座及びこれから赤ちゃんを迎えるプレパ
パ（パートナー）子育てを験経している父親（パート
ナー）を交えたグループワークや父親同士の交流を行っ
た

　父親向け講座の需要は高いため対面式4回の他に令和7
年度はオンラインプレパパ連続講座を2回実施すること
にした。
ニーズのある講座なので、引き続き、回数増など検討を
行っていく。

地域支えあい推進部 地域包括ケア
推進課

58
父親の育
児参加支
援事業

　男性の育児知識や家事能力の向上のた
め、父親等向け地域育児相談会、離乳食
講習会を実施するなど、継続的な支援を
行っていきます。

Ａ：実施した
父親向け離乳食講習会
各すこやか2回ずつ8回実施（平日4回、土曜４回）
64人参加

父親向け離乳食講習会
より多くの参加ができるよう令和7年度より各すこやか
土曜日2回ずつ8回実施に変更した。

地域支えあい推進部
地域包括ケア

推進課

 　男女共同参画意識の向上

　地域社会における男女共同参画の推進

 　将来像２ 男女平等社会の実現に向けた理解促進及び意識変革

5



事業
番号

事業名 事業概要（計画記載） 進捗状況 取組状況 部 課
将来像

令和6年度の取組実績
施策の
方向性

評価と令和7年度以降の予定や課題
主な取組 所管

59
専門相談
（人権擁
護相談）

　いじめやことばによる暴力、差別、い
やがらせなど人権侵害に関することにつ
いて、毎月第１火曜日に専門相談を実施
します。法務省から委嘱された中野地区
の人権擁護委員が相談員を担当します。

Ａ：実施した
　毎月第一火曜日（１月を除く）、３０分×４枠、中野
区区役所専門相談室にて実施。
令和6年度実績：１１回開催、相談者数３人

相談利用者数増のため、周知方法の工夫と改善を検討す
る。

企画部 企画課

60

申請書・
証明書等
における
性別記載
について
の点検

　性別を理由とする偏見や差別を無く
し、男女共同参画社会の実現に資するた
め、各課で使用する申請書・証明書にお
ける性別記載の必要性について点検を実
施します。

Ａ：実施した
・申請書・証明書等における性別記載点検依頼
　令和6年8月実施（性別記載のある申請書等：154件　見
直し可：内29件）

・性別記載の見直しは、順調に進んでいる。
・事業等実施内容により、性別欄を設けないければいけ
ない場合もあるため、「男」「女」に加え、「その他」
の選択もできるようにするなど、記載の工夫をしていく

企画部 企画課

61 人権啓発
事業

　生命の安全に限らず、現代社会におい
て意識すべきあらゆる差別やハラスメン
トをなくすため、普及啓発イベントや講
演会、啓発冊子の作成等を実施していき
ます。また、「中野区人権及び多様性を
尊重するまちづくり条例」の周知に取り
組んでいきます。

Ａ：実施した

・北朝鮮拉致問題映画上映会
実施日：令和6年１２月１日
実施場所：中野区役所１階ナカノバ
参加人数：１１３人

・人権啓発講演会
実施日：令和6年１１月１０日
実施場所：明治大学中野キャンパス
参加人数：１６２人

・「人権週間」関連事業（パネル展）
実施日：令和6年１２月４日～１２月１０日
実施場所：中野区役所１階ナカニワ及び中野駅ガード下
「夢通り」

・「人権週間」関連事業（街頭啓発）
実施日：令和6年１２月６日
実施場所：中野駅北口改札前

・「人権擁護委員の日」パネル展
実施日：令和6年５月２８日～６月３日
実施場所：中野区役所１階ナカニワ

　今後も多くの区民に興味・関心を持っていただける事
業を企画し、参加者の増加を目指す。また、世間の動向
をチェックし、その時期において最適なテーマにて啓発
事業を実施する。

企画部 企画課

62

性的マイ
ノリティ
に関する
理解の促

進

　区民や事業所に対し、多様な性に関す
る理解促進を図るため、パートナーシッ
プ宣誓制度及び区民向け講座を実施しま
す。また、当事者の困りごと等に対応す
るため、性的マイノリティに関する相談
事業を実施します。

Ａ：実施した

・LGBTQ＋おしゃべりサロン
実施日：毎月第３火曜日（全１２回）
実施場所：中野区役所１階ナカノバ
参加人数：１２９人（延）

・性的マイノリティ区民講座
実施日：令和7年３月２０日
実施場所：中野区役所１階ナカノバ
参加人数：４５人

　２０２３年度と比較して性的マイノリティ啓発事業へ
の参加者は増加している。今後も区民の参加しやすい事
業を企画し実施する。また、当事者の実態に即した内容
にする為、企画立案の際は当事者からのヒアリングを積
極的に行う。

企画部 企画課

63

ユニバー
サルデザ
インの考
え方の普
及啓発

　全ての人が、それぞれの意欲や能力に
応じて社会参加する「全員参加型社会」
やまちの魅力向上による地域の活性化を
実現するため、ユニバーサルデザインの
普及啓発を実施します。

Ａ：実施した

普及啓発の実施
（１）区民向け事業
　①「ユニバーサルデザインサポーター養成講座」(令和
6年12月20日～令和7年1月18日)
　ユニバーサルデザイン推進を担う地域人材を養成する
ための講座を実施し、「ユニバーサルデザインサポー
ター」として59名を認定した。

　②「ユニバーサルデザイン普及啓発パネル展」
・明治大学中野キャンパス(令和6年11月10日)
・区役所１階ナカノのナカニワ(令和7年2月1日～2月13
日)
・中野駅ガード下ギャラリー(令和7年2月15日～2月25
日)
　ユニバーサルデザインについて広く理解を得るため、
ユニバーサルデザインの考え方や日常生活における心が
け等を分かりやすく示したパネルとユニバーサルデザイ
ン製品の展示を行った。

（２）職員向け事業
「ユニバーサルマナー研修」(令和6年8月19日～9月17
日)
　業務上必要なユニバーサルデザインの知識とスキルの
習得のための研修をｅラーニングの方法で実施し、職員
115名が「ユニバーサルマナー検定（3級）」の認定を受
けた。

　引き続き普及啓発事業を実施するとともに、中野区ユ
ニバーサルデザイン推進計画（第2次）の取組を進めて
いく。

企画部 企画課

64

学校等に
おける男
女平等に
関する実
態把握

　今後の施策の参考とするため、学校、
大学等と連携し、男女平等に関する状況
を把握します。

Ｂ：全部もし
くは一部実施
できなかった
が、次年度以
降に実施予定

　今後の施策の参考として把握すべき、学校等での男女
平等に関する状況の内容や調査方法について検討を進め
た。

　引き続きどのような形で男女平等に関する実態把握を
行うのか、庁内関係部署と検討を進めていく。

企画部 企画課

65 職員向け
人権研修

　同和問題、性的マイノリティへの差別
等、様々な人権課題について、職員向け
の研修を実施します。

Ａ：実施した

・「人権セミナー」をeラーニングを実施
実施期間：令和7年1月6日～1月31日
対象：主任昇任職員・経験者2級職新規採用職員・前年度
未受講者
受講者：106名
・「係長研修」特別区職員共同研修へ派遣
実施日：令和6年7月18日、10月1日、10月31日、12月5日
対象：係長承認者
受講者：37名
・「人権・同和問題Ⅰ」特別区職員共同研修へ派遣
実施日：令和6年5月13日・15日、8月7日・14日
対象：管理職選考合格者・未受講の管理職
受講者：6名
・「転入（同和問題）」特別区職員共同研修へ派遣
実施日：令和6年7月17日・24日・31日
対象：清掃事業主管部への転入職員
受講者：3名

・あらゆる差別の解消に向けて、人権問題への正しい理
解と認識を深める研修を実施することができた。
・「人権セミナー」：令和8年1月6日～1月31日実施予定
・「係長研修」：令和7年7月17日実施済、10月1日、11
月5日、12月4日実施予定
・「人権・同和問題Ⅰ」：令和7年5月7・8日、7月7・9
日、8月4・6日
・「人権・同和問題Ⅲ」：令和7年6月24日（清掃事務所
長）
研修実施後の受講者アンケートでは「大変満足した」、
「満足した」の回答が５２％であった。より多くの受講
者が満足できるよう実施内容のブラッシュアップを検討
する。

企画部
総務部

企画課
職員課

66

多様な教
育活動に
基づいた
人権教

育・道徳
教育

　子どもたち一人ひとりの個性を認め、
褒め、励まし、認め合い、学び合う学習
や異年齢の交流活動などをとおして、児
童・生徒の自己肯定感や自己有用感、自
他の生命を尊重する心を育みます。ま
た、道徳教育の充実により、自己の生き
方や他者との関わりについて考え、主体
的に判断・行動できる人を育てるととも
に、豊かな体験をとおして、地域を大切
にする心や社会性を育みます。

Ａ：実施した

・各校の道徳教育の年間指導計画などを見直し、各校の
道徳教育の充実を図った。
・「中野区子どもの権利に関する条例」を生かした子ど
もの意見を反映させた教育活動や文化・芸術活動の鑑賞
機会や体験活動の充実を図る事業を実施した。

・今後も児童・生徒の自己肯定感や自己有用感、自他の
生命を尊重する心を育むことができるよう道徳教育の充
実に取り組んでいく。
・豊かな体験をとおして、地域を大切にする心や社会性
を育むことができるよう各校の実態に合った体験活動を
見直し、実施していく。
・児童・生徒の実際の行動につながるようにすることが
課題である。

子ども教育部
教育委員会事務局

指導室

67
人権教育
実践事例
集の作成

　学校における人権教育のより一層の充
実を図るために実践事例集を作成しま
す。各学校は、この資料を活用し人権教
育の全体計画や年間計画を作成するとと
もに、教育環境の整備を図り、人権教育
を通して組織的に心の教育の充実を図り
ます。

Ａ：実施した

・人権教育推進委員会において「人権教育推進資料」を
作成・周知し、全校園で活用した。
・各小・中学校が人権教育の全体計画や年間計画を作成
し、人権教育を推進した。

・区の人権教育推進委員会作成の「人権教育推進資料」
については一定の成果を上げてきたが、東京都が作成す
る人権教育プログラムと役割が重なっていることが課題
だった。
・今後は「人権教育推進資料」の作成については見直
し、東京都人権尊重教育推進校の研究資料や東京都作成
の人権教育プログラムを活用して、人権教育や心の教育
の充実を図っていく。

子ども教育部
教育委員会事務局

指導室

68
情報モラ
ル教育

　インターネット上の犯罪被害やＳＮＳ
等を通じたネットいじめの防止を図るた
め、情報モラル教育を充実するととも
に、学校や家庭において、情報を正しく
安全に活用できる能力や自他を尊重する
心を養います。

Ａ：実施した

・セーフティ教室等で情報モラル教育を実施した。
・GIGAワークブックとうきょうを活用した日常的な情報
モラル教育を実施した。
・各小・中学校で児童・生徒の意見を生かしたSNS学校
ルールの作成及び改定を行った。

・今後も、児童・生徒の実態に応じたセーフティ教室を
工夫・改善しながら計画・実施していく。
・一人１台端末の活用が浸透してきている中、有効的な
活用と危険性の両面があることやオンライン上の犯罪等
も刻々と変化していることについて、発達の段階や状況
に応じた指導が必要である。

子ども教育部
教育委員会事務局

指導室

 　人権と多様性を尊重し、認め合う意識の醸成
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事業
番号

事業名 事業概要（計画記載） 進捗状況 取組状況 部 課
将来像

令和6年度の取組実績
施策の
方向性

評価と令和7年度以降の予定や課題
主な取組 所管

69
中野区Ｄ
Ｖ防止連
絡会

　ＤＶ防止法第９条（被害者の保護のた
めの関係機関の連携協力）の趣旨に則り
連絡会を実施しています。区、医師会、
歯科医師会、警察、ＮＰＯ団体が構成員
となり、区、関係機関及び関係団体の相
互連携、ＤＶ防止及び被害者支援の推
進、情報交換等を行います。

Ａ：実施した

中野区ＤＶ防止連絡会
　実施日：令和7年1月31日
　内　容：男女共同参画センターの動向、構成員紹介、
情報交換
※女性支援連絡会と同日開催

　ＤＶ防止対策にかかる区関係部署、関係機関等との総
合的な連携や情報交換等について確認する事ができた

企画部 企画課

70

区内公共
施設等へ
の「ＤＶ
相談先

カード」
の設置

　ＤＶ被害者の相談窓口を掲載した相談
先カードを、区内公共施設、医師会、歯
科医師会等に配布し、設置の依頼をしま
す。

Ａ：実施した

DV相談先カード
　発行枚数：13,860枚
　当初配布先：区関連施設　198か所　3,960枚
　　　　　　　医師会・歯科医師会、医療機関　9,900枚
　※不足分については、適宜配付

・ＤＶ相談先カードを、関係機関を通じて被害者等に配
布することができている。
・配布先や設置個所の拡充を検討することで、より広範
に周知できるようにする。

企画部 企画課

71

職員向け
「ＤＶ被
害者支援
ガイド

ブック」
の発行

　ＤＶ被害者支援における各課・関係機
関の役割、二次被害の防止策等について
職員向けガイドブックを作成・周知し、
活用を促します。

Ａ：実施した
・職員向け「被害者支援ガイドブック」の発行
庁内の他関係機関に連絡先、役割等を確認後、庁内イン
トラネット上で周知を行った。

・配偶者暴力相談支援センターや関係機関と調整のう
え、作成できている。
・法改正や見やすさなどを考慮し、内容を見直してい
く。

企画部 企画課

72
デートＤ
Ｖ防止講

座

　児童・生徒・学生等に向けて、いじめ
や心のあり方、人間関係等について考
え、自他を尊重する意識を学ぶ講座を実
施、また啓発冊子を配付し、交際相手か
らの暴力（デートＤＶ）根絶の契機とし
ます。

Ａ：実施した

デートDV出前講座の実施
・大学生向け
実施日：令和6年12月23日
参加者：新渡戸文化短期大学学生　10名
・高校生向け
実施日：令和7年2月18日
参加者：稔が丘高校生徒　488名

　参加者から得られた実態の情報を参考によりよい事業
を検討し、女性に対する暴力の予防及び根絶のための基
盤づくりとして、今後も積極的に若年層を対象とした
デートDV出前講座を実施していく。

企画部 企画課

73

女性への
暴力防止
に関する
講座・展

示

　女性に対する暴力をなくす運動期間
（１１月１２日～２５日）に関連した事
業を展開します。区民向けの講座・パネ
ル展示等を通じて、ハラスメントを含め
たあらゆる暴力被害の実情に触れるとも
に、暴力防止のための知識・技術や被害
者の支援、通報制度等について正しく理
解する契機とします。

Ａ：実施した

区民向け事業
・「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展の実施
　実施日：11月18日～25日
・中央図書館との連携展示
　実施日：10月26日～12月26日
　※福祉推進課との共催にて実施

　「女性に対する暴力をなくす運動」に連動した講座の
実施を引き続き検討する。

企画部 企画課

74

相談事業
の拡充の
検討・実

施

　相談者のニーズをふまえ、対象者を広
げたり、ＳＮＳを利用するなど、相談し
やすくなるような体制、方法を検討し、
実施します。

Ｂ：全部もし
くは一部実施
できなかった
が、次年度以
降に実施予定

　様々な問題、悩みを抱え込んでいる方への支援体制の
強化に向けて、区の相談窓口の現状等を踏まえながら、
男女共同参画センターSNS相談の令和７年度開設に向けて
検討を進めた。

　SNS相談事業の開設に向けて、検討を進めることがで
きた。
開設後も課題を洗い出しながら事業改善を図っていく。

企画部 企画課

75 女性相談

　女性の様々な悩みの相談を受け、その
解決のための助言・指導を実施します。
夫の暴力等により緊急避難を求めてくる
女性・母子に対しては、その生命・身体
の安全と精神の安定を図るため、一時的
に施設で保護します。男性からの相談に
は内容に応じて適切な窓口につなげま
す。

Ａ：実施した
相談件数　９９９件
（配偶者暴力支援センター相談分３９５件含）

　女性の様々な問題や悩みの相談を受け、その解決のた
めの助言・指導を行った。相談件数の増加や相談対応に
要する時間が増加（相談内容の複雑化により）してお
り、人員体制の強化が今後の課題となる。

企画部
健康福祉部

企画課
生活援護課

76

中野区安
全・安心
(防犯）
メールに
よる不審
者情報等
の区民等
への情報
提供

　区内で発生した犯罪情報や不審者情報
などを速やかに情報提供することで、地
域の防犯意識を高め犯罪の抑止につなげ
ます。

Ａ：実施した
　犯罪情報や不審者情報の提供と併せて、特殊詐欺被害
状況や防犯啓発活動に係る普及啓発活動を行った。

　防犯メールとシステム統合することにより、より幅広
い層に対して啓発普及活動を行い、防犯意識を高めてい
く。

総務部 防災危機管理課

77 防犯設備
整備事業

　町会、自治会等が設置する防犯設備
（防犯カメラ等）の整備費用及び維持管
理費の助成をします。また、設置の案
内・周知を促進します。
個人宅への防犯設備助成導入を検討しま
す。

Ａ：実施した

　町会や商店会等の地域団体における防犯活動や防犯設
備の整備に対して支援を行った。特に令和6年度は東京都
が補助負担率を引き上げたため、できるだけ多くの団体
が申請できるよう予算対応を行った。

　引き続き町会や商店会等の意見を踏まえ、東京都と連
携して設置費用や維持管理費について助成を行ってい
く。また、個人宅への防犯機器等購入補助についても導
入に向けて検討していく。

総務部 防災危機管理課

78

子どもの
権利救済
機関（子
ども相談
室）の運

営

　子どもの権利侵害に関する相談に対し
て助言・支援を行うとともに、必要に応
じて、権利侵害の状況の調査や関係機関
への調整等を行い、子どもの権利の侵害
からの速やかな救済及び子どもの権利の
保障を図ります。

Ａ：実施した

　子どもの権利の侵害からのすみやかな救済と子どもの
権利の保障を図るため、子どもの権利救済委員に相談で
きる窓口として、子ども相談室を運営した。子ども相談
室には、子どもの権利救済委員の職務を補佐する子ども
の権利救済相談・調査専門員（以下「専門員」とい
う。）を配置した。
◆子どもの権利救済委員
　学識経験者　３名
◆専門員
　会計年度任用職員　４名
◆子ども相談室
　相談受付　月曜日～土曜日、午前11時～午後７時（日
曜日・祝日、年末年始は除く）
　令和6年度新規相談件数　９４件

　現に権利侵害に悩み苦しんでいる子どもに対し、迅速
かつ適切な救済を行うことができた。
令和７年度以降も引き続き、子どもの権利侵害からの救
済と子どもの権利の保障を図るため、子どもの権利救済
委員に相談できる窓口として、子ども相談室を運営す
る。

子ども教育部
子ども・

教育政策課

79

母子家庭
等に対す
る緊急一
時保護

　区内在住の緊急に保護を要する母子家
庭、母子及び女子を一時的に保護しま
す。

Ａ：実施した

１　実施内容
（１）実施機関　母子生活支援施設（１施設）
（２）利用期間　１３泊１４日まで
（３）利用定員　１居室１世帯
２　事業実績
（１）利用世帯数　　３世帯
（２）利用人数（実）　７名
（３）利用泊数（延）３５泊
（４）利用要件　住宅事情１件、DV２件

・住宅立ち退きやＤＶといった緊急性が高く保護を要す
る母子家庭等に対し、必要な支援を行うことができた。
・生活援護課の女性相談や児童相談所といった関係機関
と連携しながら、引き続き必要な支援に取り組んでい
く。

子ども教育部 子育て支援課

80
児童相談
所の運営

　家庭環境、児童虐待、非行、里親、児
童養護施設等に関する相談等に対応しま
す。家族が主体的に子どもの安全を守る
仕組みを作ることを、あらゆる人と手を
携えて支えます。

Ａ：実施した

・児童相談所への新規の相談件数1,555件（虐待相談
1,022件含む）に対応した。
・138名（所内保護、保護委託）の児童を一時保護した。
・家庭での養育が困難な子どもに対しても最善の利益を
実現することを目的とした、中野区社会的養育推進計画
を策定した。
・中野区里親養育包括支援（フォスタリング）事業の準
備委託を行った。

・中野区社会的養育推進計画を計画通り策定することが
できた。
・里親養育包括支援（フォスタリング）事業を開始し、
里親制度の普及啓発を一層進めていく。
・虐待相談の増加傾向が続いており、地域の中で子ども
と子育て家庭が支えられるよう、日頃から悩みや困りご
とを気軽に相談できる環境と、心理や医療等の専門支
援、多様なニーズに応じたサポートを充実させていく。

子ども教育部 児童福祉課

81
犯罪被害
者等相談
支援事業

　犯罪被害者等からの相談を受け、必要
に応じて助言や情報提供、裁判所等への
付き添い、関係機関との連携等の支援を
行います。また、協力員を派遣して家事
援助等を行う日常生活支援や弁護士費用
助成、カウンセリング費用助成等の経済
的支援も行います。

Ａ：実施した

　犯罪被害者やその家族等からの相談を受け、裁判所等
への同行や助成金等の支給を行い、関係機関とも連携し
ながら被害者等に寄り添う支援を行った。
　犯罪被害者週間行事講演会(参加者90人)やミニ・生命
のメッセージ展(来場者277人)等の普及啓発事業を行い、
区民及び職員等が犯罪被害者のおかれる状況や心情等の
理解を深めることができた。

　犯罪被害の相談は増加しており、引き続き関係所管課
及び関係機関と連携しながら被害者に寄り添う途切れな
い支援を行うとともに、区民の犯罪被害者等への理解を
深めるための普及啓発事業に取り組む。
　また、犯罪を未然に防ぐ取り組みを強化するため、新
たに児童館や学童、キッズ・プラザ等への出前講座を行
い、幼少期から犯罪を生まない意識を高めるとともに、
再犯防止対策と連携した啓発活動を継続していく。

健康福祉部 福祉推進課

82

配偶者暴
力相談支
援セン

ター運営

　女性に関する相談、カウンセリング、
情報提供、緊急一時保護、生活保護の対
応等の自立支援を一貫して行います。

Ａ：実施した 配偶者暴力支援センター相談件数　　３９５件

　ＤＶ被害者及び関係機関からの相談に応じ、関係機関
と連携し被害者支援を行った。また緊急避難が必要と思
われる世帯については、身の安全及び生活安定を図るた
め一時的に施設での保護を行った。

健康福祉部 生活援護課

83

ＤＶ被害
者に係る
個人情報
の保護

　ＤＶ被害者の住民基本台帳事務におけ
る支援措置対象者について、加害者等に
よる住民票等の閲覧、証明の発行を制限
します。

Ａ：実施した

支援措置総処理件数　１１９９件
（新規：２７３件　継続：５９９件　変更：１３４件
終了：１９３件）
支援対象者人数　１３９７人

　申出についての相談・受付を適切に行った。
証明書等の申請があった時は、厳正に審査を行った。

各部
証明書等を

発行する各課

 　将来像３ 安全・安心な暮らしの実現

　あらゆる暴力の根絶
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84
支援調整
会議の設

置

　女性支援法に規定されている「支援調
整会議」を設置します。

Ａ：実施した

　女性支援法に基づき、各関係機関、庁内関係課を構成
機関とする「中野区困難な問題を抱える女性への支援に
関する支援調整会議」を令和７年１月１日に設置。
・中野区女性支援連絡会の開催
　実施日：令和7年1月31日
　内容：男女共同参画センター動向、構成員紹介、情報
交換
※DV防止連絡会と同日開催

　各関係機関と調整を進めながら、支援調整会議を設置
することができた。会議を活用し、困難な問題を抱える
女性の支援に向けて、関係機関等との連携を進めてい
く。

企画部 企画課

85

民間団体
等と協働
した女性
支援の検

討

　民間団体による支援活動の特長を生か
し、行政と民間団体が協働しながら女性
支援を推進していく仕組みを検討しま
す。

Ａ：実施した

　行政と民間団体が協働しながら女性支援を推進してい
く仕組みの一つとして、「中野区困難な問題を抱える女
性への支援に関する支援調整会議」を令和７年１月１日
に設置。

　支援調整会議を活用して民間団体との協働を進めてい
くとともに、支援調整会議の構成機関でない民間団体と
の連携方法も検討していく。

企画部 企画課

86

区民・団
体等の活
動拠点の
あり方検

討

　区民及び団体の交流並びに諸活動を促
進・支援するために、相談事業を含めた
活動拠点のあり方を検討していきます。

Ａ：実施した

区民及び団体の交流並びに諸活動を促進・支援するため
に活動拠点のあり方として、下記の機能を有する拠点と
してのセンターを新たに設置することとし、庁内から必
要な機能を移転する方向で検討を進める方向で整理をし
た。
気軽に立寄ることができ、相談のきっかけ作りに有効な
場
区民や様々な団体が交流・活動することができ、団体が
育成される場
施策の周知・啓発・広報・実施を一体的に行う場

　拠点となる施設の整備に向けて、必要な機能・スペー
スを検討していくとともに、供用開始までには相当期間
を要することが想定されるため、普及啓発事業等の拡充
や民間団体との協働について順次検討・実施していく。

企画部 企画課

87
生理用品
の無料配

布

　経済的な理由等により生理用品を購入
できない女性がいるという「生理の貧
困」に係る取組として生理用品無料配布
システムを区役所の女性トイレに設置し
ています。

Ａ：実施した
生理用品無料配布システムを区役所の女性トイレに設置
利用枚数：2989枚

　生理用品無料配布システムを引き続き設置するととも
に、必要に応じて設置場所の変更、拡充の検討をしてい
く。

企画部 企画課

88
母子生活
支援施設

　生活・就労・教育・住宅等、解決困難
な問題を抱える１８歳未満の子どもを養
育している母子世帯が入所できる施設を
運営し、養育支援、家庭運営支援や就労
支援等、自立に向けた支援を行います。

Ａ：実施した

１　入所定員１９世帯
２　実績
（１）延在籍世帯数　１７６世帯
（２）新規入所世帯数　　５世帯
（３）退所世帯数　　　　３世帯
（４）令和７年３月３１日現在入所世帯数　１８世帯

・退所後の安定かつ自立した生活の実現のため、抱えて
いる課題を整理し、必要かつ適切な助言や支援を実施で
きた。
・入所世帯の状況を丁寧に把握しながら、計画的に支援
を行っていく。

子ども教育部 子育て支援課

89 ひとり親
家庭支援

　ひとり親家庭（離婚成立前の実質ひと
り親家庭を含む）に対し、日常生活や地
域の中で孤立することを防ぐため等の情
報発信の強化、相談しやすい環境づく
り、関係機関と連携した支援の強化や養
育費確保に向けた支援を行います。ま
た、離婚調停中で実質ひとり親家庭と
なった家庭に対し、金銭給付を行いま
す。

Ａ：実施した

１　養育費確保支援事業
（１）公正証書等作成促進補助金事業
　　支給実績　１０人
（２）ＡＤＲ利用促進補助金事業
　　支給実績　　０人
２　実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業
　　支給実績 　１０世帯　児童数１８人

・区ＨＰ、区報やしおりを活用し、情報発信に取り組ん
だ。
・各種補助金や給付金の支給により、ひとり親や実質ひ
とり親の生活支援を行うことができた。
・ＡＤＲ利用促進補助金については申請が無かったた
め、相談時に制度活用のメリット等を説明し、利用者の
増加に取り組んでいく。

子ども教育部 子育て支援課

90

母子家庭
等自立支
援教育訓
練給付

金、高等
職業訓練
促進給付

金

　就業に結びつきやすい指定講座の受講
や資格取得のため、養成機関で修業する
場合、所定の給付金を支給し、経済的な
負担の軽減と経済的自立を促進します。

Ａ：実施した

１　母子家庭等自立支援教育訓練給付金
（１）事業実績
　　給付件数　２件
（２）講座内容
　　社会福祉士短期養成課程、webデザイナー総合コース
２　高等職業訓練促進給付金
（１）事業実績
　　給付人数　　８名
　　延支給月数　７４月
（２）対象資格
　　看護師、LPI認定資格、鍼灸マッサージ師、歯科衛生
士、准看護師、webクリエイター能力認定資格、美容師

・母子家庭等自立支援教育訓練給付金については、問い
合わせや相談が申請に繋がらないケースが多いため、資
格取得後の就労など生活設計も含め助言を行うなどし、
制度利用に繋げていく。
・高等職業訓練促進給付金については、国の通知に基づ
き、ＩＴ系の資格やオンラインの受講形式についても就
労や育児の状況に応じて給付を認めることにより、相
談、申請ともに増加している。
・引き続き、就業に対する資格の有用性、就労や育児と
並行して修行を行うための支援の必要性などを、面談を
通じて適切に把握し、必要な給付を実施していく。

子ども教育部 子育て支援課

91
学習支援
事業

　生活困窮世帯の小・中学生に学習支援
を行います。小学生は学習の仕方を身に
付け、学習習慣の定着を図るとともに、
中学生は受験対策としての学習指導によ
り高校への進学を目指します。また、保
護者には学習方法のアドバイスや受験に
ついての情報提供などを行います。

Ａ：実施した

１　対象学年
　小学校４年生～中学校３年生
２　受講者数
　小学生１７９名、中学生１９９名
３　事業内容
（１）学習指導（小学生）
　国語・算数の２教科について、月３回、計２８回の集
合型個別指導。
（２）学習指導（中学生）
・英語・数学・国語のうち１～３教科について、週１～
２回、計４１回の集合型個別指導。
・中学３年生は、通常指導に加えて、夏休み中に夏期特
別指導を計６回。
（３）その他
　学習、進路相談（受講者・保護者）、体験機会提供の
ための体験事業 等

・令和6年度は、対象学年を小学５年生を４年生からに
広げる、子どもの経験や体験機会の提供するためのイベ
ント事業を充実させるなど、事業内容の拡充に取り組ん
だ。
・今後、ニーズのある高校生年代への学習支援について
も実施の検討を進めていく。

子ども教育部 子育て支援課

92
子ども食
堂への支

援

　子ども食堂を運営する団体に対し、そ
の運営に係る経費を助成します。また、
区民等からの寄付物品の提供や運営に係
る相談など、地域における子ども食堂の
運営を総合的に支援します。

Ａ：実施した

１　事業内容
　原則月１回以上、１０名以上が参加できる規模で食事
の提供や食材の配布を実施している団体への助成事業。
２　助成限度額
　３５万
３　助成事業数
　２４事業

・物価高騰の影響を考慮し助成額を５万円引き上げ、実
施団体の活動を支えることができた。
・視察等を通じ活動の実態を把握するとともに、社会情
勢を注視し、活動への影響を考慮し必要な支援の規模を
探っていく。

子ども教育部 子育て支援課

93

困難を抱
える子ど
もと子育
て家庭を
支援につ
なぐため
の取組

　子どもソーシャルワーカーを配置し、
地域の関係機関及び団体等との連携体制
を構築するなど、生活に困難を抱える子
ども及び子育て家庭を必要な支援につな
げる取組を推進します。

Ａ：実施した

１　身分
　会計年度任用職員（専門職）
２　業務内容
（１）区内子育て支援団体の活動視察
（２）区関係機関との情報交換
（３）子どもの貧困対策講演会、子ども食堂対象研修会
等の運営など

・区内の子育て支援団体に加え、令和6年度はＳＳＷな
ど区内の支援機関とも情報交換を行うなど、連携体制の
構築に取り組むことができた。
・今後は区内の団体や機関の情報発信の支援や、連携に
必要な支援ニーズなどの把握を実施してく。

子ども教育部 子育て支援課

94

妊産婦・
乳幼児の
保健指導
票交付

　経済的理由により、保健指導を受ける
のが困難な妊産婦・乳児に対して、委託
医療機関において必要な検査を無料で受
けられるよう保健指導票を交付します。

Ａ：実施した

１　対象要件
　（１）生活保護世帯の妊産婦・乳児
　（２）住民税非課税世帯の妊産婦・乳児
２　受診人員
　（１）妊産婦　５人 （２）乳児　４人
３　受診件数
　（１）妊産婦　５件 （２）乳児　４件

　引き続き、経済的理由により保健指導を受けるのが困
難な妊産婦・乳児に対するアプローチを適切に行ってい
く。

子ども教育部 子育て支援課

95 入院助産

　妊産婦が保健上必要であるのにもかか
わらず経済的理由により入院して分娩す
ることができない場合に、指定の助産施
設に入所させるようにします（児童福祉
法第22条）。

Ａ：実施した 入所：４件
　申請に基づき適切な審査等を実施し、制度の趣旨に
沿った助産が円滑に行われた。

子ども教育部
子ども・

若者相談課

96 子ども配
食事業

　経済的な理由や保護者の疾病など子ど
もの養育に支援が必要な家庭に対して食
事を配達するとともに、配達時に家庭の
状況を把握し、児童虐待の未然防止を図
ります。

Ａ：実施した
実利用世帯数１６世帯
配食数　子ども１，０７５食、大人８３２食、計１，９
０７食

　養育に課題を抱える家庭に対し、配食を通じて児童の
状況把握に努め、養育環境の整備を図った。

子ども教育部
子ども・

若者相談課

97 若者相談
事業

　義務教育終了後から39歳までの若者
で、就学や就労などに課題を抱えている
方やその家族に対して、他人や社会との
関係が再構築できるよう助言・支援を行
います。

Ａ：実施した
新規相談８８件
延べ相談件数１８５４件

 相談者の個々の状況に応じて、信頼関係を構築しなが
ら、きめ細やかな助言及び支援を行った。また、相談内
容に応じて適切な関係機関へつないだ。

子ども教育部
子ども・

若者相談課

98
ヤングケ
アラー支

援

　ヤングケアラーの支援体制を強化する
ため、実態調査や支援に携わる関係者へ
の研修、支援機関の橋渡し役となるコー
ディネーターの配置等を行います。

Ａ：実施した

　ヤングケアラーコーディネーターによる支援者向け相
談や地域包括支援センター等の関係機関への研修を実施
した。またヤングケアラー支援連絡会を実施し、支援者
間の顔の見える関係づくりを強化した。

　相談に繋げるため、ヤングケアラーコーディネーター
の周知を引き続き行っていく。また、関係者の更なる連
携強化に向け、ヤングケアラー支援連絡会も引き続き実
施していく。

地域支えあい推進部
地域包括ケア

推進課

 　生活上の困難に対する支援
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事業
番号

事業名 事業概要（計画記載） 進捗状況 取組状況 部 課
将来像

令和6年度の取組実績
施策の
方向性

評価と令和7年度以降の予定や課題
主な取組 所管

99
生活困窮
者自立支
援制度

　就職や住まい、家計改善支援など、日
常生活や経済的な困りごと、不安につい
て、関係機関と連携しながら課題の解決
に向けた支援を行います。

Ａ：実施した 【新規相談受付者数】　1,140名

　中野くらしサポートが関係機関と相互に連携し、相談
者の個々の状況や経験等に合わせた適切な支援が行われ
た。
令和７年度以降も引き続き、新たな地域資源の活用を目
指すとともに、関係機関と連携しながら支援を行う。

健康福祉部 生活援護課

100

受験生
チャレン
ジ支援貸
付事業

　中学3年生、高校3年生の子どもを持つ
低所得世帯に対し、学習塾の受講料と高
校・大学の受験料の貸付を行います。進
学後、手続を行うことで返済が免除され
ます。

Ａ：実施した
【相談】880件
【申請】214件

　令和７年度以降も引き続きホームページや区報により
制度の周知を図り、中野区社会福祉協議会と連携し、事
業を実施する。

健康福祉部 生活援護課

101
区営住宅
の運営

　健康で文化的な生活を営むに足る住宅
を整備し、これを住宅に困窮する低所得
者に対して低廉な家賃で賃貸することで
区民生活の安定と社会福祉の増進に寄与
します。

Ａ：実施した
　区営住宅453戸を住宅に困窮する低所得者に対して低廉
な使用料で使用を許可し、適切に運営した。

今後も引き続き適切に運営していく。 都市基盤部 住宅課

102
居住支援
体制の推

進

　住宅部門と福祉部門とが連携しなが
ら、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の
住まいに関するきめ細かいサポート体制
を整えるとともに、居住支援協議会にお
いて住まいの相談体制を推進します。

Ａ：実施した

　居住支援協議会が開催する勉強会等において、各関係
機関の役割や課題を確認することにより、子育て世帯を
含む住宅確保要配慮者に対するサポート体制の強化を
図った。
また、民間賃貸住宅のオーナー向けのセミナーを開催
し、住宅確保要配慮者の入居促進につながる各種サービ
ス等について情報提供を行った。

　住宅部門と福祉部門の相互理解の促進と連携強化のた
め、住宅確保要配慮者とオーナー双方に対する情報提供
を強化していく。
協議会に加入している関係団体に対して、協議会の取組
みの周知を進める。

都市基盤部 住宅課

103 就学援助

　経済的理由によって義務教育を受ける
ことが困難と認められる児童・生徒の保
護者に対して、給食費・学用品費など学
校教育に必要な経費の援助を行います。
特別支援学級に在籍または通級している
児童・生徒の保護者についても特別支援
学級就学奨励費の制度を設けています。

Ａ：実施した

【就学援助】2,356人（令和7年度新小1、159人を除く）
288,803,797円
【奨励費】158人　5,293,372円
（いずれも令和6年度末時点）

　区立小・中学校は全児童・生徒に申請書を配布。制度
の周知を図るとともにに申請漏れのないよう努めた。

子ども教育部
教育委員会事務局

学務課

104

性に関す
る知識の
普及啓発
のための
取組

　性に関する正しい知識の提供や、リプ
ロダクティブ・ヘルス／ライツに関する
理解の普及・啓発のための取組について
検討し、実施します。

Ａ：実施した

性に関するオンライン講演会「子どもの性教育」を開催
令和7年3月9日
講師：高橋　幸子（産婦人科医）
〇内容
・性教育の現状
・性教育の必要性
・子供への伝え方など
申込人数：283人
アーカイブ視聴回数：435回

　性教育に関する講座をオンラインで開催することがで
きた。性に関する知識の効果的な普及啓発に向けて、よ
り訴求力のあるテーマ選定や効果的な開催方法について
検討していく。

企画部 企画課

105
子どもの
健康教育

　健康教育の一環として、区内保育施設
に対して「プライベートゾーン」に関す
る情報提供します。

Ａ：実施した 中野区保育園保健衛生研究会にて情報共有した。 引き続き実施する。
子ども教育部

教育委員会事務局
保育園・幼稚園課

106
妊娠相談
保健指導
事業

　妊娠を望む区民に対し、産婦人科医又
は泌尿器科医が、妊娠及び不妊について
保健指導を行います。

Ａ：実施した
１　事業実績
　受診件数　５件

　引き続き、妊娠を望む区民に対するアプローチを適切
に行っていく。

子ども教育部 子育て支援課

107
 不妊相談

支援

　妊娠を望む区民や不妊に悩む区民に対
し、専門的な相談及び情報交換の機会を
提供します。

Ａ：実施した

１　不妊専門相談事業
　相談人員　１９人
２　ほっとピアおしゃべり会事業
　参加人員　９人

　引き続き、妊娠を望む区民や、不妊に悩む区民に対す
るアプローチを適切に行っていく。

子ども教育部 子育て支援課

108
不妊検査
等助成事

業

　東京都不妊検査等助成事業の承認決定
を受けている夫婦に対し、医療費（文書
料等を除く）の一部について助成しま
す。

Ａ：実施した

１　不妊検査等助成事業
　助成件数　９７件
２　特定不妊治療費（先進医療）助成事業　※令和6年度
開始
　助成件数　６５件

　引き続き、妊娠を望む区民の経済的負担を軽減し、出
生率の向上に向けた取り組みを進めていく。

子ども教育部 子育て支援課

109
妊産期相
談支援事

業

　中野区に妊娠届を提出した全ての妊婦
及び支援を必要とする産婦を対象に、保
健師等が面接を行い、個別の支援プラン
を作成し、産前・産後のサービス提供に
つなげるとともに、面接後、地区担当保
健師によるフォローを行います。

Ａ：実施した
4すこやか合計
妊婦新規プラン2,355件
産婦新規プラン73件

　令和7年度より妊婦を対象とした面接（かんがるー面
接）について産後まで切れ目ない支援に繋がるよう実際
に産後ケア事業を実施する助産院が属する東京都助産師
会に委託した。

地域支えあい推進部
地域包括ケア

推進課

110 産後ケア
事業

　産後において心身の不調や育児不安の
ほか、支援が必要となった場合に、産婦
及び乳児に対して、心身ケアや育児支
援、その他必要な支援を専門職が行いま
す。

Ａ：実施した

ショートステイ（13事業者）
実人員490人　利用延日数1,897日
デイケア（15事業者）
実人員1,167人　利用延日数3,628日
アウトリーチ（6事業者）
実人員450人　利用延日数1,184日

　令和7年度より、ショートステイ（1事業者減、1事業
者増）デイケア（2事業者増）アウトリーチ（1事業者
減、1事業者増）
アウトリーチについては、利用料を3,000円から2,000円
に減額した。

地域支えあい推進部 地域包括ケア
推進課

111
産前・産
後サポー
ト事業

　出産に向けての情報提供、妊婦同士の
交流の場の設定、出産や育児の不安及び
孤立感の解消のための講座を実施しま
す。また、産後の親同士の情報交換や交
流機会を設けることで、育児不安の解消
を図るとともに仲間づくりを促します。

Ａ：実施した

産前サポート事業（４すこやか、委託事業者で実施）
20回実施　160人参加
産後サポート事業（４すこやか、委託事業者、児童館で
実施）
121回　3638人参加（父親向け講座除く）

・令和7年度より、産後サポート事業について内容、対
象者の見直しを行った。
①初産婦のみ対象だった事業について経産婦も参加可能
とした。②6か月以降の母子が参加できる事業を開始し
た
・受付については全事業LoGoフォームに変更した。

地域支えあい推進部 地域包括ケア
推進課

112
産前家事
支援事業

　妊娠中において家族等の援助が受けら
れないため支援を必要とする方に対し、
妊婦の健康の回復及び負担の軽減を目的
として、家事支援者を派遣して支援を行
います。

Ａ：実施した
3事業者
実人員77人　利用延時間660時間

令和7年度は１事業者減
保健師アセスメント後の事業の申請についてLoGoフォー
ムでの申請も可能とした。

地域支えあい推進部
地域包括ケア

推進課

113
産後家

事・育児
支援事業

　１歳未満の子どもを育てる家庭の負担
軽減、孤立化や産後うつの未然防止を目
的として、「家事育児サポーター」（産
後ドゥーラ、ベビーシッター、家事支援
ヘルパー等）を派遣して支援を行いま
す。

Ａ：実施した
６事業者
実人員461人　利用延時間7,223時間

1事業者減、3事業者増
窓口での申請と併せてLoGoフォームでの申請も可能とし
た。

地域支えあい推進部 地域包括ケア
推進課

114
多胎児家
庭支援事

業

　同時に２人以上の妊娠・出産・育児を
することに伴う身体的・精神的負担や、
外出の不自由等の困難に対しての支援と
して、移動経費補助、家事育児の支援、
多胎児を養育する家庭や多胎妊産婦の交
流事業を行います。

Ａ：実施した
６事業者
実人員47人　利用延時間3,332間

６事業者
実人員461人　利用延時間7,223時間

地域支えあい推進部
地域包括ケア

推進課

115
女性の健
康講座

　女性自身やそのパートナー・家族の心
身の健康を考えることで女性の健康の維
持増進を図ります。

Ａ：実施した
4事業
実人員６３人

　令和7年度は「女性のための健康講座」を「地域健康
学習支援」とし、地域への依頼出前講座も含め、対象を
女性に限定せず実施する。

地域支えあい推進部
地域包括ケア

推進課

116

がん等健
診の実施
及び受診
勧奨事業
の実施

　乳がん、子宮頸がんをはじめ、がん等
健診の実施及び受診勧奨事業を実施しま
す。

Ａ：実施した

　６月から翌年２月にかけてがん等健診を実施してお
り、９月頃には、受診券を発券していない乳がん・子宮
頸がんの対象者の一部に向けて、受診勧奨を行ってい
る。
また、９月がん征圧や１０月乳がん月間で検診の啓発を
行っている。

　引き続き、受診券を送るなどの受診勧奨と啓発に努め
ていく。

健康福祉部 保健企画課

117 自殺対策
の推進

　自殺に関する正しい知識の普及啓発
や、様々な問題に対応するための相談窓
口の周知、ゲートキーパー養成研修等を
実施します。

Ａ：実施した

【自殺対策強化月間における普及啓発】
図書館特別展示・区役所ロビー掲示・中野駅ガード下
ギャラリー「夢通り」掲示・区報（特集記事）
・公共交通機関へポスター掲示
【ゲートキーパー養成研修】
区民向け・職員向け・関係機関向け、高齢施設向けに実
施。

　おおむね計画通り実施できた。今後は現在の普及啓発
活動を維持しつつ、様々な媒体の活用を検討し、拡充を
図る。

健康福祉部 保健予防課

　生涯にわたる健康支援

 　生活上の困難に対する支援
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事業
番号
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施策の
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評価と令和7年度以降の予定や課題
主な取組 所管

118

若年層向
けこころ
といのち
の出張講

座

　大学等の学生に対し、メンタルヘルス
ケア、自殺予防、ゲートキーパー研修の
要素を盛り込んだ講座を実施します。

Ａ：実施した
　中野区内大学や専門学校等へ当事業について周知を行
い、若年層支援者向けに２回出張講座を実施した。

　おおむね計画通り実施できた。チラシの送付のみで
は、事業利用に至らないため、大学等へ自殺の現状と事
業の説明を行い、事業の広報を強化していく。

健康福祉部 保健予防課

119

勤労者向
けはじめ
てのメン
タルヘル
ス相談

　働いている人が相談を受けられるよう
土日を中心に、精神科医や心理師等によ
るメンタルヘルス相談を実施します。

Ｃ：検討中
（実施時期未

定）
未実施 勤労者向けの相談方法を実施検討中 健康福祉部 保健予防課

120

「生命
（いの

ち）の安
全教育」
の推進

　生命の尊さを学び、子どもたちが性暴
力の加害者、被害者、傍観者にならない
よう、各学校に対し、「生命（いのち）
の安全教育」のための教材や実践事例集
等の活用を推進していきます。

Ａ：実施した
　各校園での「生命（いのち）の安全教育」のための教
材や実践事例集等を活用した指導を実施した。

・性犯罪・性暴力の防止に向けて、各校園が子どもたち
の発達段階に応じて、性教育の視点と安全教育の視点の
両面から加害者も被害者も生まないよう指導を行ってい
る。
・今後も、文部科学省の教材例や指導の手引きを活用
し、プライベートゾーンやＳＮＳ上での性犯罪被害を含
む危険について継続的に指導を行うよう周知していく。

子ども教育部
教育委員会事務局

指導室

121
性教育の
授業の実

施

　学習指導要領に示されている性教育の
内容を全ての児童・生徒に確実に指導す
るとともに、保護者の理解・了解を得
て、生徒に適切な意思決定や行動選択が
できる力を身に付けさせることを目的と
して、産婦人科医や助産師等を講師とし
て招へいした「性教育の授業」を実態に
合わせて実施します。

Ａ：実施した

・学習指導要領に示されている性教育の内容について、
全小・中学校で指導を実施した。
・東京都教育委員会の実施する、産婦人科医と連携した
「性教育の授業」を令和6年度も区立中学校１校で実施し
た。

・今後も学習指導要領に示されている性教育の内容につ
いて、性教育の年間指導計画を作成し、計画的に指導を
実施していく。
・区立幼稚園、小学校、中学校で、子どもたちの発達の
段階を考慮し、社会的背景に合わせて性教育を実施して
いくことが重要であると考える。

子ども教育部
教育委員会事務局

指導室

　生涯にわたる健康支援
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